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市第 138 号議案関連資料 

令和３年度横浜市一般会計補正予算（第９号）政策局関係部分の概要について 

１ 歳入歳出予算補正 

（１）歳入補正 

ア 補正理由 
感染状況を踏まえた医療提供体制の強化や、市民サービスを支える施設等の運営支援に取り組むため、「新型コロナウイルス 

感染症対応地方創生臨時交付金」を更に計上する。 
イ 補正額                                           （単位：千円） 

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 

18 国庫支出金 ２ 国庫補助金 16 新型コロナウイルス感染症 

対応地方創生臨時交付金 

13,515,525 2,288,485 15,804,010 

 ＜臨時交付金のこれまでの活用状況及び計上額の内訳＞ 
  ・交付見込額を含めた現時点での交付限度額の合計 445 億円に対し、執行見込額の合計は 

422 億円（内訳：R2 決算額 287 億円＋R3 当初予算 89 億円＋９月補正予算 38 億円＋12 月補正予算８億円）で、 

差引 23 億円が活用可能であり、その全額を新型コロナウイルス感染症対策に必要な事業に活用する。 

 

（参考１）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の状況       （単位：億円） 

交付限度額 Ａ 
執行見込額 Ｂ 

差引 Ａ-Ｂ 
R2 決算 R3 当初予算 R3.9 補正 R3.12 補正 

計 445 
287 89 38 8 

23 
計 422 

（参考２）国令和３年度補正予算分の臨時交付金の交付限度額の通知 

・令和３年 12 月 27 日に国より通知があり、交付限度額として 88 億円が新たに示された。 

・これは、国全体の予算額 1.2 兆円に対し１兆円が全国に配分されたものであり、国において 2,000 億円を留保している。 

・本市では、この 88 億円の交付限度額に対し、令和４年度当初予算案において 71 億円を計上している。 
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（２）歳出補正 

                                                  （単位：千円） 

事 業 名 
（補正理由） 

補正前の額 補正額 計 
補正額の財源 

特定財源 
一般財源 

国費 市債 その他 
職員人件費 

給与改定に伴う減少額 

及び共済費料率の増等 

に 伴 う 補 正 

3,524,334 80,907 3,605,241 - - - 80,907 

男女共同参画センター 

運営費 

天井脱落対策工事等の 

前倒し実施に伴う補正 

640,587 790,690 1,431,277 9,965 779,000 - 1,725 

横浜市立大学関係 

施設整備事業費 

事業進捗による工事費 

の 減 等 に 伴 う 補 正 

214,617 △80,000 134,617 - △80,000 - - 
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２ 債務負担行為補正 

横浜市立大学関係施設整備事業費 

（１）趣旨 

市民総合医療センター天井改修工事について、入札不調及び関係者との調整等に時間を要したことにより、年度ごとの出来高 

変更が生じるため、予算外義務負担の限度額を変更する。 

 

 （２）補正額                                            （単位：千円） 

事項 期間 限度額 

左の財源内訳 

特定財源 
一般財源 

国費 市債 その他 
市民総合医療センター

天井改修工事請負契約

の締結に係る予算外義

務負担 

令和４年度 
補正前 78,000 1,488 75,000 - 1,512 

補正後 137,000 3,114 133,000 - 886 

 
 
３ 繰越明許費補正                                         （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 繰越理由 
２ 

総務費 
１ 

政策費 男女共同参画センター運営事業 791,000 
男女共同参画センター横浜のホール天井

脱落対策工事等の工事費の支払いが令和

４年度となるため 
 


